
別紙　１

改訂　2021年3月1日

給食代 延長料金

(おやつ代込み) (30分単位)

●月額20%施設負担(福利厚生)

●祝日利用不可

●延長料金について別途記載 ※1

【利用可能時間】

100円/h
(50円/30分)

　７：００～１９：００

2人目以降 ●料金は30分単位の切り上げ

50円/h
(25円/30分)

  計算となります。

【利用可能時間】

月～金曜日

　８：００～１６：００

 250円/h 200円 【利用可能回数】
(125円/30分) ※おやつのみは50円

　　　月８回まで

●土･祝日利用不可

【利用可能時間】

認定なし 300円/h 月～金曜日

0歳児 (150円/30分) 　８：００～１６：００

【利用可能回数】

　　　月８回まで

認定なし
●土･祝日利用不可

1・2歳児
200円

※おやつのみは50円

●料金は30分単位の切り上
げ計算となります。

他園併用児

 250円/h
(125円/30分)

●地域枠(他園併用児)の 利
用(時間・回数)については
ご相談下さい。

※当園認定利
用からの卒園
で　就労によ
るもの

●祝日利用不可

125円/30分

1日最大
400円

1日最大
800円

他園併用児

認定なし

0～5歳児

0～5歳児

施設負担

◎一時預かり（余裕活用型）・・入所児童数が利用定員を下回っている場合、利用できます。

1.2歳児
地
域
枠

従業員枠
月額料金
×80％

施設負担

地域枠 月額料金

利用項目

保育料に含む

　　社会福祉法人河内厚生会もえぎ野わかば保育園　料金設定

●利用料金

従
業
員
枠

125円/30分

一
時
預
か
り
（

余
裕
活
用
型
）

0歳児

125円/30分

対象年齢 保育料 備考

認
定
利
用

0～2歳児

3～5歳児



延長保育料金

◆当園は利根町の認可保育園です。

　認定利用の園児の利用者負担額（保育料）は、子どもと同一世帯に属して生計を一にしている

父母及び父母以外の扶養義務者（家計の主宰者）の市町村民税合算による階層区分、保育の必要量

(保育標準時間・保育短時間)、年齢区分(３歳未満児・３歳以上児)により、居住地の市町村によって

算定されます。３号認定(３歳未満児)の保育料には給食代（主食・副食）が含まれております。

項目 単位 金額

教材費 １ヶ月
0歳児：100円

1.2歳児：200円

冷暖房費 1ヶ月 ５００円 ☆（一時利用）60円/回　※7月～9月・12月～2月の期間のみ

連絡帳 １冊 １８５円

カラー帽子 １ケ ５５０円

保険料 年額 ３００円

写真代 毎月 １枚３０円

お絵描き帳 １冊 ２７０円

補食代
(おにぎり1コ)

１食 ５０円

行事費 随時 実費相当

☆延長保育利用の場合のみ注文をお願いしています。注文・
キャンセルは当日14時までです。

☆クリスマス会・遠足代等

☆1歳児クラスから購入して頂きます。

☆認定利用のお子さんは加入していただきます。

☆集金袋に入れてお渡しします。

☆認定利用のお子さんは購入をお願い致します。

☆（一時利用）0歳児：0円　　1.2歳児以上：25円/回

※１　地域枠認定利用児の延長保育料金について

保育短時間（８－１６）認定

保育標準時間（７－１８）認定

備考

◆実費料金

延長料金のかかる時間帯

７：００～８：００及び１６：００以降

１８：００以降

１２５円/３０分

☆3歳児まで利用します。(一時保育も含む)


